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労働衛生研究助成事業規程 

制定２０２０年１０月７日 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人酒井CHS振興財団（以下「財団」という。）が、その公益目的事

業として行う労働衛生研究助成事業（以下「本事業」という。）について定める。 

２ 本事業は、労働衛生に関する研究を行う団体等への資金援助を行うことにより、日本の科学

技術の発展及び”クリーン、ヘルス、セーフティ”な未来の実現に寄与することを目的とする。 

 

（研究公募） 

第２条 財団は、労働衛生に関する研究（以下「研究」という。）を助成する年度の前年度に当該研

究を公募するものとする。 

 

（研究助成の申請） 

第３条 研究助成の申請をしようとする者（個人又は共同研究グループの場合は代表者をいう。以下

「申請者」という。）は、当該研究の助成に係る年度の前年度の財団が指定する日までに、「労

働衛生研究助成申請書」（様式第１号）を財団理事長（以下「理事長」という。）に提出しなけ

ればならない。 

 

（研究の選考） 

第４条 財団は、労働衛生研究選考委員会（以下「研究選考委員会」という。）を設置し、また、研

究選考委員会は、応募のあった研究計画の審査・選考を行い、その結果を理事長に報告するも

のとする。 

２ 研究選考委員会の規則は、別に定める。 

３ 第１項の選考のための基準は、別に定める。 

 

（助成の対象） 

第５条 助成の対象となる研究は、次の各号に掲げる条件を満たすものとする。 

一 研究の成果が、労働者の健康で快適な労働環境の実現及び労働者の健康の確保・増進により

労働衛生水準の向上に役立つと認められるものであること。 

二 研究の成果が、限られた個人、団体等の利益とならないものであること。 

三 研究が当該年度の末日までに完了する単年度研究であること。 

四 本助成金が他の研究費用の一部に充当されるものではなく、本助成金による研究の成果が得

られるものであること。 

五 研究の成果が財団において公表できるものであること。 

六 研究を実施するに当たり、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（文部科学省及

び厚生労働省）に照らし、倫理審査が必要な場合は、応募の前又は研究開始の前までに、所属

施設、関連学会等の倫理審査委員会において研究計画書の審査を受け、承認を得ること。 

七 利益相反が懸念される研究計画については、あらかじめ申請者が所属施設等に設置された利

益相反に関する委員会の承認を得る等の配慮がなされていること。 
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（採用等の決定及び通知） 

第６条 理事長は、第４条第1項の研究選考委員会における審査・選考の結果報告を踏まえて研究計

画の採用又は不採用の決定を行い、速やかにその旨を「労働衛生研究助成決定通知書」（様式

第２号）又は「労働衛生研究助成不決定通知書」（様式第３号）により申請者に通知するもの

とする。 

 

（助成金の額） 

第７条 財団が申請者に支払う研究費（以下「助成金」という。）の額は、１つの申請に対して 

５０万円を限度とする。 

 

（助成金の交付） 

第８条 申請者は、助成決定通知書の受領後、速やかに「労働衛生研究助成金振込先通知」（様式第

４号。以下「振込先通知」という。）を理事長に提出するものとする。 

２ 理事長は、前項の振込先通知の提出があったときは、遅滞なく申請者に対し助成金を交付す

るものとする。なお、支給方法は、原則として、振込とする。 

 

（研究の実施等） 

第９条 申請者は、計画に従い、誠実に研究を実施しなければならない。 

２ 申請者は、４月１日から翌年３月３１日までの間に助成金を適正に使用しなければならない。 

 

（助成金の使途） 

第１０条 助成金は、研究計画の遂行に必要な経費として、次の各号に掲げる用途に使用できるもの

とする。 

一 謝金 

二 旅費 

三 印刷費 

四 通信運搬費 

五 会議費 

六 賃金（アルバイト等に係るものに限る。） 

七 消耗品費 

八 その他、研究計画の遂行に必要な経費 

２ 助成金は、次の各号に掲げる用途に使用できないものとする。 

一 人件費（前項第一号及び第六号に掲げるものを除く。） 

二 当該研究以外に転用可能な設備若しくは機器の購入又は製造の経費 

三 研究計画の遂行中に生じた事故又は災害の処理のための経費 

 

（研究実績の報告） 

第１１条 申請者は、研究が終了した日から１月以内又は翌年度の４月２０日までのいずれか早い日

までに、労働衛生研究実績報告書（様式第５号。以下「実績報告書」という。）を理事長に提

出するものとする。 
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（研究結果の評価等） 

第１２条 研究選考委員会は、研究結果が本事業の趣旨に沿う研究の成果を挙げているか否か等を評

価するものとする。 

２ 前項の評価のための基準は、別に定める。 

３ 財団は、本事業の趣旨に沿う研究の成果が挙げられていると評価された研究をホームページ

にて公表するものとする。 

４ 申請者は、研究結果を学会等で発表し、又は論文として公表する場合、その旨を事前に文書

により財団あてに連絡するものとする。また、当該論文等の中に、財団の助成を受けた研究で

ある旨を明記するものとする。 

 

（研究計画の変更） 

第１３条 申請者は、次の各号の一に該当する場合は、「労働衛生研究計画変更届」（様式第６号。

以下「計画変更届」という。）を速やかに理事長に提出し、承認を受けなければならない。 

一 疾病その他やむを得ない事情により研究の実施又は継続が困難となったとき。 

二 合理的な事由により研究計画の一部を変更する必要が生じたとき。 

２ 理事長は、前項の計画変更届に基づき必要があると判断したときは、申請者の研究の変更を

認め「労働衛生研究計画変更承認通知書」（様式第７号）により、申請者に通知することがで

きる。 

 

（調査等） 

第１４条 理事長は、本事業の適正な運用を期するため必要があると認めるときは、いつでも申請者

に対して報告を求め、財団の職員に研究に係る経費内容若しくは第１８条に掲げる書類その他

関係書類を調査させ、又は必要な指示を行うことができる。 

２ 申請者は、前項の報告、調査又は指示に誠実に対応し、必要な説明責任を果たさなければな

らない。共同研究者がいる場合は、必要に応じて申請者に対し、報告、対応又は説明について

協力するものとする。 

 

（取消又は変更） 

第１５条 理事長は、次の場合には研究助成の全部若しくは一部を取り消し、又は一部の変更を求め

ることができる。 

一 理事長が前条第１項の報告、調査又は指示に基づき必要があると認めるとき。 

二 申請者が第１３条第１項各号に掲げる事由がなく、研究を途中で中断し、又は中止したと

き。 

２ 理事長は、前項の規定により研究助成の全部又は一部を取り消したときは、「労働衛生研究

助成決定取消し通知書」（様式第８号）により速やかに申請者に通知するものとする。 

 

（助成金の返還請求） 

第１６条 理事長は、第１３条第１項若しくは前条第１項の規定により助成金に差額が生ずる変更又

は前条第1項の規定による研究助成の全部若しくは一部の取消をしたときは、申請者に対し期

限を指定してその差額又は取消相当額の返還を請求するものとする。 

２ 理事長は、申請者が第１４条第１項に基づく報告、調査若しくは指示に応じず、又は当該報

告、調査結果若しくは実績報告書の内容が事実と異なることが判明した場合には、適正な支出
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であることが明らかにされなかった助成金の返還を請求するものとする。 

  

（助成金の返還） 

第１７条 申請者は、前条の規定による請求を受けたときは、指定期限までに助成金の返還を行わな

ければならない。 

２ 申請者は、助成金支出額の合計が「労働衛生研究助成決定通知書（様式第２号）」に記載の

助成金の額よりも少なくなるときは、その差額を精算額として財団に返還するものとする。 

 

（経理） 

第１８条 申請者は、助成金の使途内容を助成金以外で使用した経費と区別して明確に経理するとと

もに、証拠書類を備えなければならない。 

 

 

附 則 

この規程は、２０２０年１０月７日から施行する。 
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（様式第１号） 

年度 労働衛生研究助成申請書 

 

                                                           年  月  日 

 公益財団法人 酒井ＣＨＳ振興財団 

   理 事 長    氏  名   殿 

 

申請者    

氏 名                  ㊞ 

 

 

 貴財団の労働衛生研究助成事業規程の遵守を誓約し、労働衛生研究の助成を 

下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 研究の課題名  

   

   

 

 

２ 研究の期間    年  月  日～    年  月  日 

 

 

３ 研究計画の概要 ············································· 別紙１のとおり。 

 

 

４ 研究助成金申請額        円 ························· 別紙２のとおり。 
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５ 申請者の氏名・勤務先・略歴・業績 

 フリガナ   

 氏 名                 

 生 年 月 日 年 月 日  

 

自

宅 

住所 
〒 

 

電話番号      －    － 

勤

務

先

等 

名称  

職名・所属等  

所在地 〒 

電話番号・内線       －      －        内線 

メール・アドレス  

 

 

 

 

 

 

 

 

略  歴 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去の研究実績（論文・研究発表等） 
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６ 共同研究者の氏名・勤務先・分担内容等 

 氏   名 

勤務先等の名称・ 

職名・所属等 過去の研究実績 研究の分担内容 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

７ この研究に関する連絡先 

 

 郵便物の宛先 

 電話･ＦＡＸ 

  E-mailの宛先 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

氏  名 

 

 

 

  

  

住 所 (〒      -       ) 

   

  

ＴＥＬ： 

 
ＦＡＸ： 

 

 E-mail：  
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別紙１ 研究計画の概要 

(1) 研究を計画するに至った経緯（問題の所在）及び研究の目的  

  

 

 

 

(2)  研究の内容と方法  

  

 

(3) 期待される成果  

  

倫理面への配慮（倫理審査委員会又は利益相反に関する委員会で承認を得ている場合は、委

員会設置者、委員会名及び受付番号を記入してください。） 

 

  

利益相反（COI）開示（本研究に関連する経済的な利益関係の有無を記載してください。）  

  

 

 
記入上の留意事項 
・図、表を含み、概ねA4版2枚程度で記述して下さい。 
・「募集のご案内」の4に示されている「審査の視点」の（１）～（５）各項目についても合わせ
て記述して下さい。 
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別紙２ 研究助成金の申請額の内訳 

経 費 の 種 類        申請額 (円) 積 算 の 内 訳 （品 目、単価、員数等） 
 

① 謝金 

  

 

② 旅費 

 
  

 

③ 印刷費    

   

④ 通信運搬費    

   

⑤ 消耗品費    

   

⑥ 会議費    

   

⑦ 賃金（アルバイ

ト等に係るもの

に限る） 

   

  
 

⑧その他研究計画の

遂行に必要な経費 

 
  

 

合  計   
 

 

〔注１〕助成金申請額の支出の内訳を記載してください。 

〔注２〕「合計」欄は様式１号の記の４「助成金申請額」の金額と一致します。 

〔注３〕人件費、当該研究以外に転用可能な設備若しくは機器の購入又は製造の経費及

び研究計画の遂行中に生じた事故又は災害の処理のための経費は助成金から支出

できません。 
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（様式第２号） 

酒振発 第   号 

   年  月  日 

申請者 

        様 

公益財団法人 酒井CHS振興財団 

理事長 氏  名  

年度 労働衛生研究助成決定通知書 

 

 先般貴殿より提出されました「  年度 労働衛生研究助成申請書」に係る下記１の研究について

は、当財団の労働衛生研究選考委員会における慎重な審査・選考の結果を踏まえて下記２以下の条件

により助成金を交付します。 

 

  

 

記 

 

１ 研究の課題名    

 

２ 助成金の額                 円  

 

３ 研究の対象期間       年  月  日～  年  月  日 

 

４ 研究の内容 

   先般提出された助成申請書の「３ 研究計画の概要」記載の内容となります。 

 

５ 報告書の提出期限 

   「労働衛生研究実績報告書」（規程様式第5号）の提出期限は、研究が終了した日から１か月

以内又は  年４月２０日までのいずれか早い日とします。 

 

（６ 労働衛生研究選考委員会における意見） 

 

 

 

７ その他 

   労働衛生研究助成金振込先通知（様式第４号）を提出して下さい。 
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（様式第３号） 

酒振発 第   号 

   年  月  日 

申請者 

       様 

公益財団法人 酒井CHS振興財団 

理事長 氏  名  

年度 労働衛生研究助成不決定通知書 

 

 先般は、労働衛生研究助成についてご応募ありがとうございました。 

 当財団としましては、応募の方々のご期待にできる限りお応えしたいところですが、何分にも、限

られた助成金に対し多数の応募があり、当財団の労働衛生研究選考委員会において慎重な審査・選考

の結果、残念ながら、貴殿から申請された下記の研究については、ご希望に沿うことができませんで

した。 

何卒、ご理解を賜ります様お願いいたします。 

末尾ながら、労働衛生研究における貴殿の益々のご活躍をご祈念申し上げます。 

 

記 

 

 

研究の課題名：  
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（様式第４号） 

 

  年度 労働衛生研究助成金振込先通知 

 

 

                                                           年  月  日 

 

 公益財団法人 酒井ＣＨＳ振興財団 

  理 事 長   氏   名 殿 

 

                                        研究者住所  

                                           

 

 

                                        研究者氏名           ㊞ 

 

 

   年 月 日付け「労働衛生研究助成申請書」による助成金の振込先は以下の通りです。 

 

記 

  

金    額：            円 

 

払 込 口 座：          銀行        支店 

 

口 座 区 分：普通預金・当座預金 （該当するものに○を付けてください。） 

 

 口 座 番 号：                   

 

 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ   

 口 座 名 義：                
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（様式第５号） 

  年度 労働衛生研究実績報告書 

                                                         年   月   日 

 公益財団法人 酒井ＣＨＳ振興財団 

   理 事 長  氏  名 殿 

                                   

                       研究者氏名               ㊞ 

 

年度労働衛生研究結果及び精算について、下記のとおり報告します。 

なお、記載、押印した実績報告書の原本一式（他に補足資料等があれば一緒に）を事務局宛に

郵送し、同時に電子メールで、ＰＤＦに保存したものを送付します。 

また、貴財団のホームページ公表のための資料として、下記の３、４、５の概要を電子メール

で合わせて送付します。 

 

記 

 

１ 研究の課題名  

 

２ 研究の期間          年４月１日～  年 月  日 

 

３ 研究結果 

 

 

 

 

 

 

 

４ 研究の具体的な実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 研究結果の活用 
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６ 助成金の支出内訳 

 経費の種類 助成金支出額(円)      支 出 の 内 訳 ・ 主 要 な 品 目 

① 謝金   

② 旅費   

③ 印刷費   

④ 通信運搬費   

⑤ 消耗品費   

⑥ 会議費   

⑦ 賃金   

⑧ その他研究計画

の遂行に必要な

経費 

  

  合  計   

 

 

７ 本年度の調査研究費精算報告 

助成金の交付額（円）  助成金の支出額（円）  精算額（円） 

 －  ＝  

 

 

〔注１〕記７の「助成金の交付額」の欄には財団が交付した助成金の額を、「助成金の

支出額」の欄には助成金の額のうち実際に支出した額を、それぞれ記入してくだ

さい。 

〔注２〕精算額は、当財団に返還してください。 

〔注３〕人件費、当該調査研究以外に転用可能な設備若しくは機器の購入又は製造の経

費及び研究計画の遂行中に生じた事故又は災害の処理のための経費は助成金から

支出できません。 

〔注４〕領収書のコピーを添付してください。コピー代、近地交通費など領収書の発行

が難しいものは、使用実績が分かる明細等を添付してください。 
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（様式第６号） 

 

  年度 労働衛生研究計画変更届 

 

                                                        年 月 日 

 

  公益財団法人 酒井ＣＨＳ振興財団  

   理 事 長   氏  名   殿 

                          

                                研究者氏名           ㊞ 

 

  年 月 日付け酒振発第  号「労働衛生研究助成決定通知書」に係る下記１の研

究につきましては、下記２の事由により計画の変更をしたいので提出します。 

 

記 

 

１ 研究の課題名   

 

 

 

２ 計画の変更事由  

 

 

 

 

３ 変更後の研究の期間         年  月  日～   年  月  日 

 

４ 変更後の研究計画の概要………………………………………別紙１のとおり。 

 

５ 変更後の研究助成金申請額          円………別紙２のとおり。 

 

６ 計画の変更に伴う助成金、研究の報告の取扱い等に関する希望 
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別紙１ 変更後の研究計画の概要 

(1) 変更後の研究の内容と方法  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 期待される成果  
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別紙２ 変更後の研究助成金の申請額の内訳 

経 費 の 種 類        申請額 (円) 積 算 の 内 訳 （品 目、単価、員数等）  

① 謝金 

  

 

② 旅費 

 
  

 

③ 印刷費    

   

④ 通信運搬費    

   

⑤ 消耗品費    

    

⑥ 会議費    

    

⑦ 賃金（アルバイ

ト等に係るもの

に限る） 

  

 

    

⑧ その他研究計画

の遂行に必要な

経費 
  

 

合  計   
 

 

〔注１〕人件費、当該研究以外に転用可能な設備若しくは機器の購入又は製造の経費及び

研究計画の遂行中に生じた事故又は災害の処理のための経費は助成金から支出でき

ません。 

〔注２〕計画変更後の申請額が「労働衛生研究助成決定通知書」に記載の助成金の額より少な

くなるときは、差額を返還してください。 
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（様式第７号） 

酒振発 第   号 

   年  月  日 

申請者 

        様 

公益財団法人 酒井CHS振興財団 

理事長 氏  名  

年度 労働衛生研究助成計画変更承認通知書 

 

 先般貴殿より提出されました「  年度 労働衛生研究助成計画変更届」に係る下記１の研究につ

いては、下記２以下の条件により計画変更を承認します。 

 

  

 

記 

 

 

１ 研究の課題名    

 

２ 助成金の額                 円  

 

３ 研究の対象期間       年  月  日～  年  月  日 

 

４ 研究の内容 

   先般提出された計画変更届の「４ 変更後の研究計画の概要」記載の内容となります。 

 

５ 報告書の提出期限 

   「労働衛生研究実績報告書」（規程様式第5号）の提出期限は、研究が終了した日から１か月

以内又は  年４月２０日までのいずれか早い日とします。 
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（様式第８号）                               酒振発 第 号 

年 月 日 

 

研究者氏名 様  

公益財団法人 酒井CHS振興財団 

理事長 氏  名  

 

年度 労働衛生研究助成決定取消し通知書 

 

貴殿より申請された「    研究」について、研究助成を決定しているところでありますが、

下記の理由により当該研究助成の【全て 又は 一部】を取消すこととし、通知します。 

 

 

記 

 

（１ 当財団の労働衛生研究助成事業規程（以下「規程」という。）第１５条第１項第１号に基づき

必要があると認められた。） 

 

（又は） 

 

（１ 規程同条同項第２号に定める事態が認められた。） 

 

 


